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宿題１．「沖縄諮詢会」について

（１）前回（令和4年6月17日）開催の所管事務調査における発言要旨

沖縄諮詢会が発した通知（土地調査ニ関スル件 沖総土第１号）
の内容と米国海軍軍政府から発せられた米国海軍軍政府本部指令第
１２１号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」との相関性につい
てわかる文書等を出して欲しい。

（２）回答

・米国海軍軍政府本部指令第121号「土地調査ニ関スル件」により
沖縄諮詢会総務部の責任の範囲内で「土地調査ニ関スル件」（沖
総土第１号）が発せられ、一連の作業を経て「土地所有権証明」
米国軍政府本部特別布告第３６号によって、土地所有権が認めら
れております。

《参考資料》
・「土地所有権関係資料蒐集ニ関スル件」

米国海軍軍政府本部指令第121号【資料１】
・「土地調査ニ関スル件」

諮詢会総務部長（沖総土第１号）【資料２】
・「土地所有権証明」米国軍政府本部特別布告第３６号【資料３】

（３）沖縄諮詢会の設立目的について

《参考資料》
・「仮沖縄人諮詢会設立と軍政府方針に関する声明」【資料４】
・「沖縄諮詢会機構図」【資料５】
・「土地所有権認定作業等の流れ（年表）」【資料６】



宿題２．林野庁への照会について（戦前・戦後の保安林資料）

（１）これまでの経緯

・第３回所管事務調査にて、「久高議長提出資料に対する調査結果」
として沖縄県森林管理課に確認結果を報告したところ、沖縄県だけで
なく林野庁にも確認すべきとの発言があったため、確認いたしました。

（２）林野庁からの回答

《参考資料》
・林野庁への照会とその回答【資料７】
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す
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催
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司
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ョ
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に
代
り
沖
縄
海
軍
作
戦
基
地
司
令
官
と
な
り
軍
政
長
官

の
職
務
を
こ
こ
に
継
承
し
、
軍
政
府
に
関
す
る
す
べ
て
の

事
項
に
関
し
、
こ
こ
に
米
国
合
衆
国
太
平
洋
艦
隊
司
令
長

官
の
代
行
者
と
な
る
。

米
国
合
衆
国
海
兵
隊
大
佐
チ
ャ
ー
ル
ズ

。
イ
ラ
ー

・
ム

レ
ー
を
軍
政
副
長
官
に
任
命
す
る
。

軍
政
府
が
こ
れ
ま
で
に
発
行
し
た
布
告
、
命
令
及
び
布

令
は
凡
て
引
き
続
い
て
効
力
を
有
す
る
。

特
別
布
告
第
二
号
に
代
る
本
布
告
は

一
九
四
六
年
二
月

十
三
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

軍
政
長
官

沖
縄
海
軍
作
戦
基
地
司
令
官

米
国
海
軍
少
将

エ
リ
オ
ッ
ト

・
バ

ッ
ク
マ
ス
タ
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材
木
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消
費
節
減

癖
静
評
政六騨
絶静
勢
丁
Ｊ

ｌ
　
軍
政
府
が
住
宅
、
病
暁
及
び
工
場
そ
の
他
に
使
用
す

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
輸
入
材
木
の
数
量
は
極
め

て
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
現
在
使
用
を
認
め
ら
れ
て

い
る
数
量
が
使
い
果
た
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
れ
以
上
入

手
で
き
る
と
い
う
保
証
は
全
く
な
い
。

２
　
従

っ
て
、
地
区
そ
の
他
当
本
部
管
内
の
諸
部
隊
は
、

材
木
の
消
費
を
常
に
最
大
限
度
に
節
減
す
る
こ
と
が
絶

対
に
必
要
で
あ
る
。

３
　
地
区
隊
長
及
び
各
部
長
は
、
材
木
を
使
用
す
る
建
物

の
建
築
作
業
又
は
建
築
要
求
を
最
小
限
度

一
杯
に
押
え

る
と
と
も
に
、
更
生
資
材
で
利
用
で
き
る
も
の
は
も
ち

ろ
ん
茅
そ
の
他
の
地
元
産
資
材
を
で
き
る
限
り
最
大
限

に
使
用
す
る
こ
と
。

指
示
に
依
り
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イ
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ァ
ー
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土
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有
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資
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蒐
集

に
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す
る
件

癖
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聖

陸
陛

汁
躍

軒

一ュ

Ｊ

一
、
沖
縄
に
於
け
る
土
地
所
有
権
決
定
の
準
備
と
し
て
関

係
資
料
の
蒐
集
は
総
務
部
の
責
任
と
す
る
。

二
、
各
村
長
は
沖
縄
諮
詢
会
総
務
部
の
監
督
の
下
に
各
村

に
五
名
の
村
土
地
所
有
権
委
員
及
び
各
宇
に
十
名
の
字

土
地
所
有
権
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
。

三
、
土
地
所
有
者
は
所
有
土
地
の
申
請
書
を
該
土
地
隣
接

の
所
有
者
た
る
保
証
人
二
名
の
連
署
を
以
て
字
所
有
権

委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
。
土
地
所
有
者
は
嘗
て
自
ら

の
保
証
人
た
り
し
人
を
し
て
己
の
保
証
人
た
ら
し
め
る

事
を
得
ず
。

四
、
字
土
地
所
有
権
委
員
会
は
凡
て
の
土
地
所
有
権
の
調

査
を
な
し
之
を
村
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。
字
土
地

所
有
権
委
員
会
は
必
要
に
応
じ
土
地
所
有
権
調
査
に
関

し
他
の
字
所
有
権
委
員
会
と
協
議
す
る
こ
と
を
得
。

五
、
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
公
有
地
並
び
に
所
有
権
未

確
定
の
土
地
を
調
査
し
記
録
を
作
成
し
之
を
村
長
に
報

告
す
べ
き
も
の
と
す
。
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
必
要

に
応
じ
土
地
所
有
権
調
査
に
関
し
他
の
村
土
地
所
有
権

委
員
会
と
協
議
す
る
こ
と
を
得
。

六
、
村
長
は
村
及
び
字
土
地
所
有
権
委
員
会
に
命
じ
て
特

殊
地
域
の
状
況
を
調
査
せ
し
む
る
こ
と
を
得
。

七
、
村
長
は
各
村
及
び
各
宇
五
名
の
調
停
委
員
を
任
命
す

る
も
の
と
す
。

土
地
所
有
権
に
関
す
る
係
争
は
各
調
停
委
員
会
に
提

出
さ
る
も
の
と
す
。

八
、
土
地
所
有
者
死
亡
若
し
く
は
行
方
不
明
の
場
合
は
親

等
の
近
き
者
前
所
有
者
に
代
り
て
之
を
処
理
す
る
も
の

と
す
。
親
族
皆
無
の
際
は
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
之

を
調
査
し
村
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。

九
、
沖
縄
諮
詢
会
総
務
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は
十
名
よ
り
成
る
中
央
土
地
調

停
委
員
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を
設
置
し
該
部
長
は
職
種
に
よ
り
其
の
委
員

長
た
る
べ
し
。
県
有
地
並
び
に
日
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帝
国
々
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に
関
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「

す
る
係
争
及
び
ニ
ケ
村
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
土
地
所

有
権
委
員
会
に
お
い
て
協
議
さ
れ
た
る
も
猶
決
定
し
能

は
ざ
る
土
地
の
係
争
は
中
央
土
地
調
停
委
員
会
に
提
出

し
て
裁
断
を
あ
お
ぎ
該
調
停
委
員
会
は
之
を
沖
縄
諮
詢

会
総
務
部
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。

十
↓
村
長
は
受
理
し
た
る
資
料
を
整
理
し
、
沖
縄
諮
詢
会

総
務
部
の
精
査
を
受
く
る
を
要
す
。
村
長
は
土
地
所
有

イ
権
委
員
会
に
依

っ
て
認
定
さ
れ
た
る
土
地
を
表
示
せ
る

・地
図
を
沖
縄
諮
詢
会
総
務
部
へ
提
出
す
る
も
の
と
す
。

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
依
命
通
牒

ロ
イ
ヤ
ル
　
フ
ァ
ー
マ
ン

琉
球
軍
政
府
の
組
織
及
び
運

営
手
続癖

静
評
政六騨
惟静
勢
訟
Ｊ

参
照
‥，ω
　
一
九
四
五
年
三
月

一
日
付

Ω
β
娼
ωＬ
ざ
ω
書

簡
〇
八
二
五

①
　
一
九
四
五
年
十
二
月
十
二
日
付

Ω
呂
召
９

中♂
ω
書
簡
五
二
八
五
五

使
命

１
　
参
照
書
簡
ω
は
、
琉
球
軍
政
府
設
立
の
根
拠
と
な

っ

た
行
政
、
経
済
及
び
財
政
に
関
す
る
基
本

指
令

で
あ

る
。
参
照
書
簡
ω
は
、
太
平
洋
方
面
に
お
け
る
海
軍
軍

政
府
の
使
命
に
関
す
る
最
近
の
書
簡
で
あ
り
、
左
記
は

そ
の
一
部
で
あ
る
。

″
停
戦
に
伴
い
、
軍
政
府
は
正
式
の
権
限
に
よ
り
恒
久

的
な
民
行
政
機
関
が
設
け
ら
れ
る
と
き
ま
で
こ
の
占
領
地

を
引
続
き
統
治
し
、
そ
の
間
左
記
の
措
置
を
講
じ
て
米
国

政
府
発
表
の
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
米
国
海
軍
軍
政
府

の
使
命
及
び
任
務
と
す
る
。

ω
　
破
壊
さ
れ
た
財
産
及
び
施
設
を
復
旧
す
る
。

⑪
　
朱
健
衛
生
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

⑪
　
自
治
体
を
早
期
に
確
立
す
る
。

①
　
沖
縄
人
住
民
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
か
つ
沖
縄
人

住
民
が
可
能
な
限
り
最
高
の
経
済
自
立
を
遂
げ
る
助

け
と
な
る
方
針
に
沿
い
、
貿
易
、
工
業
及
び
幾
業
の

健
全
な
経
済
開
発
計
画
を
策
定
す
る
。

ω
　
沖
縄
人
の
能
力
、
素
質
及
び
地
元
の
環
境
に
適
応

し
、
か
つ
前
記
目
的
の
早
期
達
成
の
助
け
と
な
る
教

育
計
画
を
樹
立
す
る
。

組
織

２
　
琉
球
軍
政
府
の
命
令
系
統
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ

ヱ
つ
。

ω
　
軍
政
府
長
官
　
太
平
洋
方
面
米
国
陸
軍
司
令
長
官

が
、
琉
球
軍
政
長
官
を
兼
ね
る
。

⑪

首
席
軍
政
官
　
沖
縄
海
軍
作
戦
根
拠

地

司
令
官

が
、
最
大
限
の
立
法
権
、
行
政
権
及
び
司
法
権
を
含

め
て
、
軍
政
長
官
の
権
限
を
行
使
す
る
。

①
　
軍
政
府
副
長
官
　
沖
縄
米
国
海
軍
軍
政
官
府
指
揮

官
が
、
琉
球
軍
政
府
副
長
官
と
し
て
沖
縄
海
軍
作
戦

根
拠
地
司
令
官
を
補
佐
す
る
。
琉
球
軍
政
府
副
長
官

は
、
住
民
を
直
接
統
治
し
、
琉
球
海
軍
軍
政
府
の
使

命
達
成
に
つ
い
て
沖
縄
海
軍
作
戦
根
拠
地
司
令
官
に

対
し
責
任
を
負
う
。

３
　
軍
政
府
構
成
員
は
、
海
軍
将
兵
、
米
国
海
兵
隊
付
属

憲
兵
隊
、
米
国
陸
軍
通
訳
隊
、
そ
の
他
そ
の
つ
ど
指
定

さ
れ
る
施
設

（例

。
設
営
隊
）
か
ら
成
る
。

４
　
琉
球
軍
政
官
府
副
長
官
所
轄
の
米
国
海
軍
軍
政
府
の

内
部
組
織
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

行
政
部

行
政
係
官

行
政
係
官
補
佐

行
政
係
官
行
政
補
佐

通
信
郵
便
係
官

海
軍
作
戦
根
拠
地
連
絡
係
官
　
　
　
　
　
　
　
一

福
祉
保
養
係
官

牧
師

広
報
係
官

本
部
司
令

人
事
係
官

キ
ャ
ン
プ
隊
長

視
察
官

総
務
部

統
治
係
官

再
定
住
送
還
係
官

言
語
係
官

労
働
係
官

住
民
救
済
係
官

地
域
総
務
係
官

経
済
部

経
済
係
官

工
業
係
官
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200第 2章 土地問題

2

土
地
所
有
権
委
員
の
任
命
と
新
字
の
設
置

一
九
四
六
年
四
月
十
八
日

諮
詢
会
総
務
部
長

各
市
町
村
長
殿

村
字
土
地
所
有
権
委
員
任
命
ノ
件

今
般
其
筋
ノ
指
令

二
基
キ
各
市
町
村
長

ハ
村

二
五
人
各
字

二
十
名
ノ
土
地
所
有
権
委
員
会

ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト

ゝ
相
成
居
候
而
シ
テ
本
委
員
ノ
職
責

ハ
直
接
土
地
所
有
者
ノ
権
利

二
重
大

ナ
ル
影
響
ヲ
及
ホ
ス
モ
ノ
ナ
ル
ニ
付
其
ノ
人
選

二
当
リ
テ
ハ
特

二
慎
重
考
慮
ノ
上
土
地
ノ
精

通
者
ヲ
御
選
定
相
成
度

尚
任
命
ノ
上

ハ
別
紙
書
式

二
依
り
可
成
早
ロ

ニ
御
報
告
相
成
度

右
及
通
牒
候
也

追
而
字

ハ
従
来
ノ
地
籍
字

二
依
り
区
分
シ
土
地
精
通
者

ハ
成

ル
可
ク
従
来
地
籍
事
務

ニ

明
ナ
ル
市
町
村
役
場
ノ
地
籍
係
、
技
術
者
、
司
法
書
士
、
区
長
、
篤
農
家
等
ヲ
任
命
相

成
度
尚
市
町
村
保
管

二
係
ル
土
地
台
帳
其
他
関
係
簿
書
残
存
シ
所
有
権
ノ
確
認

二
支
障

ナ
キ
向

ハ
本
件
委
員
選
任
ノ
要
ナ
キ
ニ
付
為
念
申
添
候

村

（字
）
土
地
所
有
権
委
員
報
告
書

氏

　

名

年
令

略

　

　

　

歴

出
身
地

担
当
区
字
名

備

考

備
考村

字
委
員
ハ
各
別
紙
二
調
理
ス
ル
コ
ト

一
、
村
土
地
所
有
権
委
員
会
ノ
職
責

１
、
従
来
ノ
公
有
地
並
二
所
有
権
未
確
定
ノ
土
地
ノ
調
書
作
製
調
書
様
式
ハ
個
人
申
請

書
ノ
様
式
二
準
ズ
ル
コ
ト

２
、
村
内
特
殊
地
域
ヲ
当
該
字
土
地
所
有
権
委
員
会
卜
協
力
調
査
ノ
上
調
書
作
製

注
　
特
殊
地
域
ト
ハ
現
在
使
用
ノ
公
用
又
は
公
共
用
地
ヲ
云
フ

（公
署
、
学
校
、
病
廃
、
図
書
館
、
倉
庫
、
配
給
所
等
）

３
、
所
有
権
者
死
亡
若
ク
ハ
不
明
ノ
モ
ノ
ゝ
代
理
処
理
人
ナ
キ
土
地
ノ
調
書
作
製

４
、
前
各
項
調
査
上
必
要
ア
ル
場
合
ハ
実
地
調
査
又
ハ
他
村
委
員
会
卜
協
議
ヲ
遂
ゲ
ル

コ

・Ｆ

一
、
字
土
地
所
有
権
委
員
会
ノ
職
責

１
、
所
有
土
地
申
請
書
提
出
方
二
関
シ
指
導
ス
ル
コ
ト

２
、
申
請
書
ノ
取
纏
メ
方

３
、
当
該
字
各
地
目
各
筆
ノ
等
級
決
定

（等
級
ノ
階
級
数
ハ
別
二
定
ム
）

４
、
申
請
書
記
入
事
項
ノ
正
否
念
査
ス
ル
コ
ト

５
、
字
内
特
殊
地
域
ハ
村
委
員
会
卜
協
議
ノ
上
調
査
ス
ル
コ
ト

６
、
小
字
毎

一
筆
図

（見
取
図
）
ノ
調
製

７
、
前
各
号
調
査
上
必
要
ノ
場
合
ハ
実
地
調
査
又
ハ
他
字
委
員
会
卜
協
議
ナ
ス
コ
ト

（
一
九
四
六
年
十

一
九
六
三
年
土
地
調
査
に
関
す
る
書
類
綴
　
土
地
所
有
権
調
査
委
員
会
）

沖
総
土
第

一
号

一
九
四
六
年
四
月
十
八
日

諮
詢
会
総
務
部
長

各
市
町
村
長
殿

土
地
調
査

二
関
ス
ル
件

一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
琉
球
諸
島
米
国
海
軍
々
政
本
部
ノ
指
令

一
二

一
号
令
二
依
リ

沖
縄
本
島

（所
属
離
島
ヲ
含
ム
）
二
市
三
郡
二
対
シ
土
地
所
有
権
決
定
ノ
準
備
ト
シ
テ
関
係

資
料
蒐
集
ノ
ロ
的
ノ
為
土
地
所
在
ノ
市
町
村
長
ハ
村
及
字
土
地
所
有
権
委
員
会
ノ
調
査
又
ハ

記
録
ノ
報
告
ヲ
徴
シ
併
セ
テ
右
委
員
会
二
船
テ
認
定
セ
ル
土
地
ヲ
表
示
セ
ル
地
図
ヲ
当
部

ヘ

報
告
ス
ル
様
相
成
居
候
而
シ
テ
本
調
査
遂
行
二
当
リ
テ
ハ
種
々
ノ
困
難
ヲ
伴
フ
モ
ノ
ト
被
存

候
即
戦
災
二
因
ル
地
形
ノ
変
動
所
有
者
ノ
疎
開
又
ハ
各
出
身
地

ヘ
ノ
移
動
未
完
了
等
ノ
為
早

急
二
本
事
務
ノ
進
捗
ヲ
見
ル
ハ
困
難
事
卜
思
料
セ
ラ
ル
ゝ
モ
本
調
査
事
務
ノ
遅
速
済
否
ハ
将

来
各
人
ノ
所
有
権
二
最
モ
重
大
ナ
ル
影
響
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
過
般
執
行
ノ
沖
縄
土
地
整

理
以
上
ノ
大
事
業
ナ
ル
ヲ
以
テ
調
査
遂
行
二
当
リ
テ
ハ
慎
重
考
慮
ノ
上
良
ク
本
通
牒
ヲ
研
査

シ
計
画
ヲ
樹
立
シ
タ
ル
後
調
査
二
着
手
シ
而
シ
テ
村
字
土
地
所
有
権
委
員
会
ノ
指
導
監
督
ニ

任
シ
成
ル
可
ク
長
日
月
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
調
査
ノ
完
壁
ヲ
期
セ
ラ
ル
ゝ
様
御
尽
力
相
成
度

何
村

畦

資料2
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第 2章 土地問題201

右
及
通
牒
候
也

追
而
土
地
所
有
申
請
ノ
手
続
並
二
調
査
要
領
ハ
別
紙
ノ
通
リ
ニ
有
之
候
条
御
研
究
ノ
上

疑
義
専
有
之
候
節
ハ
当
部

へ
御
照
会
相
成
度
尚
申
請
書
用
紙
ハ
後
日
配
布
ノ
見
込
二
付

為
念
申
添
候

土
地
所
有
申
請
記
載
要
領

●
　
一
般
事
項

ｍ
　
申
請
書

ハ
一
筆
毎
二
作
製
シ
土
地
所
在
ノ
字
所
有
権
委
員
会
二
提
出
ノ
コ
ト

但
シ
同

一
小
字
内
二
連
接
所
有
ノ
土
地
ア
ル
場
合
ハ
連
記
シ
差
支

ヘ
ナ
キ
モ
ノ
ト

ス
ぐロー
　
登
記
簿
謄
本
又
ハ
抄
本
、
土
地
台
帳
謄
本
其
他
所
有
権
確
認
ノ
証
憑
書
類

（小
作

帳
、
公
簿
写
）
等
ヲ
所
持
ス
ル
場
合

ハ
其
ノ
写
ヲ
申
請
書
二
添
付
ス
ル
コ
ト

●
　
字
名
欄
ハ
従
来
ノ
台
帳
面
ノ
字
二
依
り
区
分
掲
記
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

回
　
小
字
ハ
原
名
ヲ
掲
上
ス
ル
コ
ト

ロ
　
地
番
モ
従
来
通
ノ
モ
ノ
ヲ
掲
上
ス
ル
コ
ト

但
シ
戦
災
ノ
為
土
地
台
帳
、
地
租
名
寄
帳
地
図
等
焼
失
シ
地
番
不
明
ノ
場
合
ハ
字
土

地
所
有
権
委
員
会
二
船
テ
新
二
字
ヲ
単
位
二
通
シ
番
ト
シ
一
筆
毎
二
地
番
ヲ
附
ス
ル
コ

此
ノ
場
合
地
番
ノ
重
複
或
ハ
脱
漏
ナ
キ
様
充
分
注
意
ス
ル
コ
ト

ロ
　
地
目

（従
来
ノ
モ
ノ
ヲ
掲
上
ス
ル
コ
ト
）

ｍ
　
有
租
地

ω
　
岡
、
畑
、
宅
地
、
塩
田

（塩
溜
、
製
塩
場
ヲ
含
ム
）
鉱
泉
地

（温
冷
泉
）

働
　
池
沼

（養
魚
池
、
水
車
濤
、
蓮
池
、
井
戸
敷
）
山
林
、
原
野
、
牧
場
、
雑
種
地

（網
干
場
、
土
取
場
、
荷
揚
場
、
馬
縛
場
、
競
馬
場
、
製
糖
小
屋
敷
地
）

倒
　
無
租
地

ω
　
公
共
団
体
二
船
テ
公
用
又
ハ
公
共
ノ
用
二
供
ス
ル
土
地

イ
　
公
用
地

官
公
署
敷
地
＝
公
立
学
校
、
病
院
、
図
書
館
、
郵
便
電
信
専
用
地
等

口
　
公
共
用
地
＝
公
園

倒
　
公
用
又
ハ
公
共
ノ
用
二
供
ス
ル
モ
ノ
ト
決
定
シ
タ
ル
公
共
団
体
ノ
所
有
地

０
　
府
県
社
地
、
郷
村
社
地
、
招
魂
社
地

⑪
　
墳
墓
地

働
　
公
衆
用
道
路
、
鉄
道
用
地
、
軌
道
用
地
、
運
河
用
地

側
　
用
悪
水
路
、
溜
池
、
堤
塘
、
井
濤

０
　
保
安
林

側
　
砂
防
用
地

ω
　
水
道
用
地

側
　
公
共
用
飛
行
場

見

　

取

　

図

地

籍坪

地

目

地

番

翻
縛

右
保
証
人
連
署
ノ
上
申
請
候
也

一
九
四
六
年
　
月
　
日

山
　
林

畑

土

地

所

有

申

請

書

何
字
所
有
権
委
員
会
御
中

何
番
地
主

保
護
人

何
番
地
主

保
護
人

何
　
某

何
　
某

署

名

又
は
印

署

名

又
は
印

田

本寸署
　
名

又
は
印

所

　

　

有

　

　

者

氏
　
　
名

住
　
　
所

摘
　
　
要

等
級等

地
積坪

地
目

地
番

原 小
名 字

字

宅

地
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ｍ
　
私
立
学
校
用
地

け
　
沖
縄
県
ノ
社
寺
地
、
拝
所

い
　
官
有
地

州
　
地

　

積

ｍ
　
単
位
ハ
坪
二
依
り
表
示
シ
坪
未
満
ハ
切
棄
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
公
簿
等
二
依
り
坪
未
満
ノ
端
数
判
然
セ
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
リ
エ
ア
ラ
ズ

くロー
　
申
請
地
積
卜
実
地
卜
差
異
ア
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ゝ
場
合
ハ
現
地
調
査
ノ
上
決
定

ス
ル
コ
ト

個
　
等
級
ハ
各
人
二
船
テ
記
載
ヲ
要
セ
ズ
字
土
地
所
有
権
委
員
会
二
船
テ
決
定
ノ
上
記
載

ス
ル
コ
ト

字
土
地
所
有
権
委
員
会
二
船
テ
等
級
ヲ
新
二
設
定
セ
ン
ト
ス
ル
場
合

ハ
従
来
ノ
土
地

ノ
沃
磨
、
耕
作
、
水
利
、
運
輸
ノ
便
否
其
他

（地
利
、
地
勢
、
土
地
卜
人
ロ
ノ
疎
密
関

係
）
時
価
賃
貸
料
ヲ
モ
参
酌
ノ
上
決
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
尚
各
地
ロ
ノ
等
級
ノ
階
級
数
ハ

左
記
二
依
ラ
ン
タ
キ
コ
ト

ｍ
　
田
畑
ハ
五
階
級
程
度

ぐロー
　
宅
地

（農
村
）
其
他
ノ
地
ロ
ハ
大
体
三
階
級
程
度

但
シ
集
団
地

（例
、
糸
満
、
与
那
原
、
嘉
手
納
、
名
護
、
渡
久
地
、
仲
宗
根
）
ハ

此
限
リ
エ
ア
ラ
ズ

い
　
所
有
者
ノ
住
所
氏
名
ハ
左
記
二
依
ル
コ
ト

ロ
　
住
所
ハ
現
住
所

例
　
何
市
何
区
何
班
何
番

働
　
所
有
者
死
亡
若
ク
ハ
行
衛
不
明
又
ハ
不
在

（県
外
疎
開
等
ノ
為
）
ナ
ル
場
合
ハ

親
等
近
キ
者
前
所
有
者
二
代
り
申
請
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
此
ノ
場
合

ハ
前
所
有
者
名
代
理
者
ノ
住
所
氏
名
及
前
所
有
者
ト
ノ
続
柄
等

ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

例

卿
　
摘
要
欄

現
況
　
軍
使
用
上
地

（飛
行
場
、
兵
舎
、
物
揚
場
、
荷
物
集
積
場
、
病
院
其
他
）
又

ハ
公
用
地

（学
校
、
役
所
、
倉
庫
敷
地
其
他
）
公
共
用
地

（道
路
）
ナ
ル
場
合

ハ
其
ノ

名
称
坪
数
等
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト

い
　
保
證
人

ハ
左
記

二
依
ル
コ
ト

ｍ
　
隣
接
地
ノ
所
有
者
二
人
ヲ
保
証
人
ト
ス
ル
コ
ト

但
シ
自
己
ガ
保
証
人
タ
リ
シ
土
地
ノ
所
有
者
ヲ
自
己
ノ
保
証
人
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ズ
く口，
　
隣
地
主
不
明
又

ハ
保
証
人
選
定
不
能
ノ
場
合

ハ
字
土
地
所
有
権
委
員
ヲ
シ
テ
保
証

人
タ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

□
　
地
　
　
図

申
請
書
ノ
裏
面

二
方
位
北
ヲ
上
部
ト
シ
テ
見
取
図
ヲ
記
載
ノ
コ
ト

一
、
地
図
ノ
大
サ

ハ
大
体
六
百
分
ノ

一

（
一
分

一
間
）
程
度

ニ
ス
ル
コ
ト

一
、
隣
接
地

ハ
地
番
地
ロ
ヲ
記
載
シ
尚
道
路
水
路
等
ア
ル
場
合

ハ
之
モ
表
示
ス
ル
コ

何
区
何
班
何
番

代
　
　
理
　
　
人 亡

住

　

　

所

所

　

　

有

　

　

者

何

　

　

　

某

続

　

　

　

柄

何

　

　

某

氏

名

ll90（
一
九
四
六
年
十

一
九
六
三
年
土
地
調
査
に
関
す
る
書
類
綴
　
土
地
所
有
権
調
査
委
員
会
）

沖
土
第
二
号

一
九
四
六
年
五
月
十
八
日

ト

一
、
潰
地
ア
ル
場
合

ハ
其
ノ
部
分
表
示
シ
置
ク
コ
ト

注
　
土思
　
事
　
項

各
町
村
保
管
ノ
土
地
台
帳
、
地
租
名
寄
帳
又

ハ
地
図
等
残
存
シ
之

二
依
り
所
有
権
ノ

確
認

二
支
障
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ゝ
場
合

ハ
其
ノ
部
分

二
対
シ
テ
ハ
土
地
所
有
申
請

書
ノ
提
出
ヲ
要
セ
ザ
ル
コ
ト

此
ノ
分

二
対
シ
テ
ハ
町
村

二
船
テ
報
告
書

（地
目
別

二
地
積
、
筆
数
、
所
有
人
員
）

ヲ
作
製
シ
提
出
セ
ラ
ン
タ
シ

土
地
調
査
終
了
ス
ル
迄

ハ
耕
地
整
理
等

二
依
り
土
地
ノ
原
形
ヲ
変
更
セ
ザ
ル
コ
ト

字
土
地
所
有
権
委
員
会

ハ
申
請
書
ノ
受
理
ヲ
完
了
シ
タ
ル
時

ハ
時
々
会
合
ヲ
為
シ
其

ノ
内
容
ヲ
検
按
シ
申
請

ニ
シ
テ
正
確
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ゝ
場
合

ハ
実
地
調
査
ヲ
省
略
ス

ル
コ
ト
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「

の
建
築
に
対
し
て
は
軍
政
副
長
官
の
許
可

第
二
条
　
何
人
と
雖
も
建
築
を
希
望
す
る
者
は
そ
の
新
築

場
所
の
所
管
市
町
村
長
か
ら
建
築
許
可
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

事
務
所
、
病
院
、
診
療
所
、
倉
庫
及
び
学
校
等
沖
縄

民
政
府
又
は
市
町
村
官
用
の
建
物
は
建
築
禁
止
地
域
以

内
に
軍
政
副
長
官
の
認
可
を
求
め
て
建
築
で
き
る
。

第
三
条
　
一
、
左
記
の
規
定
に
準
ず
る
場
合
は
建
築
許
可

を
付
与
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

④
　
木
令
の
第

一
条
に
規
定
さ
れ
て
あ
る
特
別
な
許
可

を
得
た
場
合
を
除
い
て
計
画
す
る
建
物
が
現
軍
用
地

域
又
は
軍
事
施
設
の
最
大
境
界
以
内
の
場
所
に
置
か

れ
る
場
合

ω
　
建
物
の
場
所
が
弾
薬
又
は
爆
薬
集
積
地
か
ら
五
〇

〇
ヤ
ー
ド

（約
四
五
八
米
）
以
内
又
は
送
油
管
路
か

‘ら
十
五
哭
以
内
に
計
画
さ
れ
る
場
合

二
、
軍
政
府
地
図
Ａ
号
に
依
る
指
定
地
域
内
に
現
存
す
る

民
家
及
び
建
物
は
其
の
儘
当
地
に
所
在
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
る
が
、
将
来
に
於
て
軍
用
開
発
の
た
め
に
其
の
土

地
か
ら
人
家
の
撤
去
が
必
要
と
な
れ
ば
当
地
か
ら
の
移

動
を
免
れ
な
い
こ
と
を
諒
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

斯
か
る
場
合
に
は
所
管
の
市
町
村
長
を
通
じ
て
充
分
の

予
猶
を
与
え
る
べ
く
通
告
す
る
。

第
四
条
　
農
耕
に
対
し
て
本
令
の
触
れ
る
程
度
は
左
記
の

項
に
準
ず
る
。

④
　
耕
作
は
現
軍
用
土
地
の
最
大
境
界
に
達
す
る
地
線

ま
で
許
さ
れ
る
。

⑦
　
軍
用
上
地
内
に
於
け
る
耕
作
は
当
地
所
管
の
軍
部

隊
指
揮
官
の
判
断
に
よ

っ
て
許
さ
れ
る
。
欺
に
本
令

を
以
て
各
軍
用
地
域
及
び
軍
事
施
設
の
指
揮
官
に
対

し
各
々
管
轄
土
地
内
の
耕
作
を
許
容
す
る
権
利
を
委

任
す
る
。
尚

一
旦
与
え
た
耕
作
許
可
は

一
応
軍
政
副

長
官
の
認
可
な
く
し
て
取
消
し
に
す
る
こ
Ｌ
は
で
き

な
い
。

い
　
軍
政
府
地
図
Ａ
号
に
軍
用
の
た
め
将
来
必
要
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
限
定
地
域
内
に
現
在
行
な
わ
れ
て
い

る
耕
作
は
そ
の
儘
続
行
で
き
る
。
但
し
、
将
来
そ
の

土
地
が
軍
用
上
必
要
と
な

っ
た
場
合
、
農
業
者
は
そ

の
農
作
を
止
め
て
そ
の
土
地
か
ら
撤
去
す
る
こ
と
を

免
れ
な
い
こ
と
を
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る

場
合
に
は
所
管
の
市
町
村
長
を
通
じ
て
充
分
の
予
猶

を
与
え
る
べ
く
通
告
す
る
。

第
五
条
　
現
在
の
軍
用
地
域
の
中
或
る
も
の
は
将
来
に
於

い
て
放
棗
さ
れ
、
又
或
る
施
設
は
現
在
の
地
点
か
ら
軍

政
府
地
図
Ａ
号
の
指
定
地
域
に
移
動
さ
れ
る
。
こ
れ
が

実
施
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
軍
用
土
地
は
住
民
に
開
放

す
べ
く
、
逐
次
沖
縄
群
島
知
事
所
管
庁
を
通
じ
て
公
告

す
る
。

第
六
条
　
本
令
の
内
容
を
速
や
か
に
全
住
民
に
周
知
さ
せ

る
こ
と
は
各
市
町
村
長
の
責
任
で
あ
る
。
更
に
軍
政
府

か
ら
本
令
に
対
し
て
変
更
、
削
除
及
び
追
加
事
項
に
関

す
る
指
示
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
も
、
そ
れ
を
速
や
か
に

住
民
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
一
九
四
九
年
八
月
十
八
日
公
布
の
軍
命
令
第

一

号
は
こ
れ
を
以
て
無
効
と
す
る
。

第
八
条

本
令
は

一
九
五
〇
年
二
月

一
日
か
ら

施

行

す

玄
υ
。軍

政
長
官
の
指
示
に
よ
り

軍
政
副
長
官
　
米
陸
軍
准
将

ハ
ー
リ
ー

・
Ｂ

・
シ
ャ
ー
マ
ン

土
地
所
有
権
証
明

癖
翫
群
掩
静
脚紗
紺
塾
Ｊ

沖
縄
群
島
民
に
告
げ
る
。

沖
縄
に
於
け
る
土
地
所
有
権
の
申
請
は
過
去
三
カ
年
の

間
、　
一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
二

一
号
首
題

「土
地
所
有
権
関
係
資
料
克
集
に
関
す
る
件
」

に
従
い
村
或
い
は
宇
土
地
所
有
権
委
員
に
提
出
せ
ら
れ
各

村
長
は
各
村
及
び
各
字
に
五
名
か
ら
な
る
調
停
委
員
会
を

設
置
し
該
委
員
会
は
所
有
権
請
求
の
効
力
を
認
定
す
る
た

め
紛
争
を
聴
取
し
沖
縄
民
政
府
に
対
し
、
各
村
長
か
ら
土

地
所
有
権
の
申
告
及
び
紛
争
の
聴
取
も
充
分
に
完
了
し
、

土
地
所
有
権
の
証
搬
と
な
る
証
明
書
の
発
行
を
進
め
る
時

期
に
達
し
て
い
る
旨
報
告
さ
れ
た
。

故
に
余
、
琉
球
諸
島
軍
政
長
官
米
国
陸
軍
少
将
ジ
ョ
セ

フ
・
Ｒ

・
シ
ー
ツ
は
数
に
土
地
所
有
権
の
認
定
及
び
証
甥

を
促
進
援
助
し
、
土
地
の
使
用
及
び
所
有
権
に
関
す
る

一

切
の
問
題
の
解
決
に
当
９
公
正
的
処
置
を
助
長
す
る
た
め

沖
縄
住
民
が
当
地
に
於
け
る
土
地
所
有
権
認
定
、
証
明
及

び
登
記
の
計
画
を
進
め
完
成
す
る
よ
う
布
告
す
る
。

第

一
条

一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
二
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一
号
に
よ
る
土
地
所
有
権
申
請
の
提
出
は

一
九
五
〇
年

六
月
三
十
日
以
前
に
行
な
う
べ
き
も
の
と
し
、
此
の
日

は
村
或
い
は
宇
土
地
所
有
権
委
員
会
に
対
す
る
土
地
所

有
権
申
請
の
最
終
期
日
に
す
る
。
其
の
後
所
有
権
の
主

張
は
訴
訟
と
し
て
当
該
管
轄
巡
回
裁
判
所
に
於
い
て
訴

求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

一
九
五
〇
年
二
月

一
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
号
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
中
央
土
地
所
有
権
認
定
委
員
会
の
委
員

は
各
村
土
地
所
有
権
委
員
会
に
於
け
る
土
地
所
有
権
申

請
の
蒐
集
、
調
査
及
び
地
図
作
成
の
正
確
性
を
確
定
す

る
た
め
其
の
帳
簿
を
審
査
す
る
。
村
土
地
所
有
権
委
員

会
の
仕
事
が
基
準
要
件
に
か
な
え
ば
中
央
土
地
所
有
権

認
定
委
員
会
に
土
地
所
有
権
の
未
記
入
証
切
用
紙
を
村

土
地
所
有
権
委
員
会
に
交
付
し
証
粥
計
画
を
遂
行
す
る

よ
う
指
示
す
る
。

第
三
条

一
、
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
未
記
入
証
明
用
紙
を
受

理
し
た
後
、
宇
土
地
所
有
権
委
員
会
の
助

力

を

以

て
、
土
地
所
有
権
申
請
人
の
申
請
書
原
本
に
含
ま
れ

る
資
料
及
び
申
請
人
が
所
有
権
を
承
継
し
た
前
所
有

者
の
氏
名
及
び
取
得
の
日
付
に
関
す
る
申
請
人
の
申

述
に
基
づ
い
て
、
先
ず
争
い
の
な
い
も
の
か
ら
未
記

入
証
粥
用
紙
の
空
白
部
分
に
記
入
す
る
。
当
該
財
産

の
位
置
を
記
述
す
る
申
請
人
の
原
図
は
相
違
点
を
指

摘
す
る
註
と
共
に
証
明
書
に
転
記
す
る
。
そ
の
後
署

名
を
除
い
て
完
成
さ
れ
た
土
地
所
有
権
証
明
書
は

一

括
保
管
し
公
示
を
以
て
三
十
日
間

一
般
の
綻
覧
に
供

さ
れ
る
。
其
の
間
に
異
議
あ
る
者
は
同

一
の
土
地
に

対
し
て
権
利
を
主
張
す
る
た
め
の
書
面
に
よ
る
申
請

通
知
を
村
字
土
地
所
有
権
委
員
会
に
提
出
す
る
機
会

を
与
え
ら
れ
る
。
各
村
委
員
会
は
予
め
其
の
通
知
の

指
定
期
間
を
公
示
す
る
。

二
、　
一
定
の
土
地
に
対
し
申
請
が
二
件
以
上
も
あ
る
場

合
は
所
有
権
証
明
書
を
発
行
し
な
い
で
、
村
所
有
権

委
員
会
は
申
請
人
に
対
し
権
利
に
関
し
争
い
あ
る
こ

と
、
関
係
申
請
人
の
氏
名
及
び
権
利
認
定
の
た
め
に

は
当
該
巡
回
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
必
要
の
あ

る
旨
を
通
知
す
る
。
所
有
権
証
粥
書
の
代
り
に
此
の

通
知
の
写
を
土
地
登
記
簿
に
綴
込
み
。
権
利
確
認
の

宣
告
に
よ

っ
て
最
終
的
決
定
を
見
る
ま
で
留
置
き
、

有
効
な
所
有
権
証
明
書
は
其
の
時
、
裁
判
所
の
決
定

通
り
真
の
所
有
者
に
交
付
さ
れ
る
。

第
四
条

一
、
土
地
所
有
権
証
明
書
を
公
示
し
て
縦
覧
に
供
し
た

後
、
該
証
明
書
に
異
議
又
は
争
い
が
な
い
限
り
、
村

長
は
こ
れ
を
承
認
し
て
署
名
捺
印
し
申
請
人
た
る
土

地
所
有
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
証
明
書
原
本
に
よ
り
通
知
用
躇
本
三
通

を
作

成

し
、
そ
の
一
通
に
は
表
面
に

「土
地
登
記
所
」
と
切

記
し
他
の
一
通
に
は

「税
務
署
」
更
に
他
の
一
通
に

は

「中
央
土
地
事
務
所
」
と
記
入
し
、
村
長
は
各
通

を
表
示
さ
れ
た
関
係
庁
に
送
付
す
る
。

第
五
条

か
く
し
て
署
名
さ
れ
た
証
男
書
は
適
法
な
土
地
所
有

権
の
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
但
し
、
共
の
後
当
該

裁
判
所
の
正
規
裁
判
手
続
に
よ
り
そ
れ
に
優
先
す
る
所

有
権
が
認
定
さ
れ
る
場
合
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
か
か
る

場
合
は
当
該
裁
判
所
か
ら
確
認
さ
れ
た
其
の
所
有
権
は

村
長
の
発
行
し
た
争
い
の
あ
る
証
明
書
に
優
越
す
る
。

第
六
条

一
、
承
認
さ
れ
た
土
地
所
有
者
に
尉
し
優
先
的
所
有
権

の
主
張
を
な
し
、
彼
の
所
有
権
の
有
効
性
を
争
お
う

と
す
る
者
は
巡
回
裁
判
所
に
訴
え
提
起
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
土
地
の
真
の
所
有
権
は
裁
判
所

の
正
規
の
手
続
と
宣
告
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
。

二
、
此
の
場
合
、
手
続
中
の
裁
判
所
の
書
記
は
土
地
登

記
所
、
税
務
署
、
中
央
土
地
事
務
所
に
訴
訟
が
続
行

中
で
あ
る
旨
の
通
知
書
を
送
付
す
る
。
こ
の
通
知
書

は
総
て
の
関
係
者
に
該
土
地
所
有
権
に
関
し
訴
訟
が

継
続
中
で
あ
り
、
該
所
有
権
は
係
争
さ
れ
て
い
る
旨

を
通
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
所
有
権
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
裁
判
所
の
宣

告
は
其
の
判
決
に
よ

っ
て
認
定
さ
れ
た
土
地
の
真
正

の
所
有
者
を
記
録
上
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
土
地
所
有
権
が
裁
判
所
の

最
後
の
宣
告
に
よ

っ
て
無
効
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、

土
地
登
記
簿
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
所
有
権
証
明
書

に
は
裁
判
所
の
宣
告
の
権
限
文
と
日
付
を
含
む
註
と

共
に

「
無
効
」
と
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
土
地
所
有
権
の
有
効
な
る
証
切
書
が
土
地
登

記
所
に
よ

っ
て
発
行
さ
れ
る
。

五
、
手
続
費
用
算
定
の
問
題
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね

ら
れ
る
。
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第
七
条

土
地
所
有
者
は
新
し
い
土
地
所
有
権
証
明
書
を
受
領

し
た
後
、
そ
れ
を
土
地
登
記
所
に
於
い
て
登
記
す
る
義

務
を
負
う
。

第
八
条

一
定
の
土
地
に
対
す
る
所
有
権
の
申
告
又
は
主
張
が

な
い
場
合
、
又
は
土
地
所
有
権
証
明
書
の
受
領
者
が
い

な
い
場
合
に
は
、
当
該
土
地
は
そ
の
土
地
の
所
在
地
の

村
長
が
不
在
者
の
た
め
に
管
理
す
る
。

第
九
条

村
長
又
は
そ
の
任
命
す
る
代
理
人
は
そ
の
管
理
す
る

土
地
を
次
の
手
続
に
よ

っ
て
管
理
す
る
。

一
、
管
理
に
属
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
す
べ
て
地
図
を

添
付
し
三
十
日
以
内
に
中
央
土
地
事
務
所
に
報
告
す

∠
Ｏ
。

二
、
土
地
は
、
そ
の
所
有
者
の
た
め
に
最
も
利
益
に
な

る
よ
う
に
利
用
し
、
そ
の
収
益
は
村
長
が
受
託
者
又

は
管
理
者
と
し
て
所
有
者
の
た
め
に
保
管
す
る
。

三
、
村
長
は
土
地
の
利
用
及
び
管
理
に
関
し
受
託
者
又

は
管
理
者
と
し
て
の
機
能
を
充
分
に
な
す
権
限
を
有

す
る
。
村
長
は
そ
の
土
地
に
対
す
る
所
有
者
の
利
益

を
減
少
す
る
行
為
を
認
可
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
村
長
又
は
そ
の
任
命
す
る
代
理
人
は
土
地
所
有
者

に
対
し
て
受
託
者
と
し
て
の
責
任
を
負
い
、
収
入
を

徴
収
し
、
税
を
支
払
い
、
土
地
の
維
持
改
良
の
た
め

に
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
一
定
の
土
地

に
対
す
る
支
出
が
そ
の
土
地
か
ら
生
ず
る
収
入
を
超

え
、
又
は
一
定
の
土
地
か
ら
生
ず
る
余
剰
収
入
を
税

の
支
払
以
外
に
他
の
土
地
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
収
入
の
上
が
ら
熾
土
地
に
対
す
る
税
は
積

立
て
ら
れ
た
収
入
か
ら
成
る
受
託
者
の
予
備
金
か
ら

支
払
い
、
貸
金
の
形
に
し
て
其
の
土
地

に
賦

課

す

る
。
そ
の
税
と
し
て
の
貸
金
は
そ
の
後
所
有
者
又
は

そ
の
承
継
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
ま
で
そ
の
土
地

に
対
す
る
留
置
権
を
構
成
す
る
。

第
十
条

一
、
土
地
登
記
所
は
再
開
し
、
沖
縄
民
政
府
行
政
法
務

部
の
組
織
内
に
於
て
通
常
の
職
務
を
遂
行
す
る
。
登

記
所
に
於
て
は
土
地
所
有
権
に
関
す
る
記
録
を
永
続

的
公
簿
に
記
入
し
、
所
定
の
手
続
に
従

っ
て
所
有
権

証
明
書
を
発
行
す
る
。
登
記
簿
は
治
安
裁
判
所
の
建

物
内
若
し
く
は
そ
の
近
く
に
存
置
す
る
。

二
、
各
土
地
登
記
所
で
は
新
し
い
揃
い
の
完
全
な
土
地

登
記
簿
を
備
え
、
現
在
の
土
地
所
有
権
計
画
に
よ
り

当
該
村
長
に
よ

っ
て
登
記
さ
れ
る
土
地
所
有
権
証
明

書
は
す
べ
て
当
該
登
記
所
に
於
て
登
記
さ
れ
る
。
爾

後
す
べ
て
土
地
の
譲
渡
、
処
分
、
負
担
又
は
担
保
の

設
定
若
し
く
は
法
律
関
係
の
変
更
の
あ
る
場
合
は
、

そ
れ
を
生
ず
る
書
類
の
写
を
行
為
後
、
三
十
日
以
内

に
当
該
登
記
所
に
提
出
し
、
登
記
所
は
通
知
用
謄
本

を
税
務
署
及
び
中
央
土
地
事
務
所
に
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十

一
条

沖
縄
民
政
府
管
下
に

「中
央
土
地
事

務

所
」

を
設

け
、
該
事
務
所
は
沖
縄
群
島
の
土
地
に
関
す
る

一
切
の

資
料
を
統
括
し
て
編
集
し
ユ
つ
土
地
研
有
権
を
示
す
正

確
な
地
図
を
作
成
す
る
。
該
事
務
所
は
村
土
地
所
有
権

委
員
会
の
仕
事
を
調
整
し
二
つ
土
地
登
記
所
の
遵
守
す

べ
き
統

一
さ
れ
た
手
続
に
つ
い
て
進
言
を
な
す
。
該
事

務
所
は
各
村
長
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
る
土
地
の
管
理
報

告
を
審
査
し
、
且
つ
管
理
中
の
土
地
の
利
用
及
び
運
営

並
び
に
こ
れ
か
ら
生
ず
る
収
入
に
つ
い
て
勧
告

を

な

す
。
政
府
機
関
が
土
地
を
取
得
す
る
に
当
り
発
行
す
る

書
類
は
中
央
土
地
事
務
所
を
経
由
す
る
も
の
と
し
、
且

つ
該
事
務
所
は
そ
の
取
得
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
二

一
号
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
村
及
び
各
字
の
土
地
所
有
権

委
員
会
は
、　
一
九
五

一
年
二
月
二
十
八
日
其
の
任
務
を

完
了
し
機
能
を
停
と
し
て
解
散
す
る
。
土
地
所
有
者
の

土
地
所
有
権
申
請
書
原
本
は
地
図
及
び
そ
の
他
の
当
該

土
地
に
関
す
る
資
料
と
共
に
適
当
に
編
綴
し
て
中
央
土

地
事
務
所
に
送
致
さ
れ
る
。

第
十
三
条

事
情
を
承
知
し
乍
ら
、
又
故
意
に
不
正
の
事
実
を
主

張
し
て
土
地
所
有
権
証
明
書
を
取
得
し
た
り
、
土
地
所

有
権
証
明
書
の
発
行
に
関
連
し
て
故
意
に
虚
偽
の
陳
述

又
は
申
請
を
な
す
者
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
二
年

以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
。

本
官
署
名
年
月
日
　
一
九
五
〇
年
四
月
十
四
日

沖
縄
列
島
軍
政
府
長
官
　
米
国
陸
軍
少
将

ジ
ョ
セ
フ
・
Ｒ

・
シ
ー
ツ

―-134-―
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資料４ 

組織名    沖縄諮詢会 

 

開催日    1945年 08月 15日 （昭和 20年） 

 

会議名    仮沖縄人諮詢会設立と軍政府方針に関する声明  

 

議事録    仮沖縄人諮詢会設立と軍政府方針に関する声明（別紙） 

 （この声明は一九四五年八月十五日石川市に招集された仮沖縄人諮詢会に対する米国海軍軍

政府副長官ムーレー大佐の声明である。） 

  一、本官は軍政府副長官として沖縄に対する軍政府の方針、該方針遂行上沖縄住民に対する軍

政府の期待、本会の為すべき事柄等説明するために本諮詢会を石川に招集したのである。 

  二、米軍政府の方針は沖縄住民が普通平時の職業及び生活様式に復旧し、自己の問題に就き漸

次現在以上の権利を得べき社会、政治、経済組織を可及的迅速且広範囲にわたり設立するこ

とをその主眼とする。今日までは軍事上の必要並に戦争のもたらした非常事態のために本

島民事は殆んど完全に米軍政府当局に於て取扱わなければならなかった。而して諸問題処

理に就ては沖縄の住民は貴重なる援助を与えて呉れた、彼等は忠実に能く軍政府当局と協

力した。今や従前以上の責任と広範囲にわたる義務を委任し得べき時期が到来した様に思

われる。本官は住民に於て此の大なる責任を負担する決意と能力がある事を期待して居る

のである。沖縄の住民が漸次生活の向上と自己の問題に対する自由の回復を期待し得る安

定した制度の設立は諸君が新に委任された任務を能く遂行する事に係っている。米軍政府

は引続き指導と物質的援助を与える。然し責任と管理は漸次沖縄の住民に委譲されなけれ

ばならない。 

  三、戦争遂行上の必要は本島の面積の大部分を農産面より撤去し、少なくとも戦時中は多数の

住民を従来人口の希薄にして住民を収容するには狭隘にして、肥沃ならず、且つ充分なる居

住施設なき区域に移転することを余儀なくした。この事態に関連して起こる問題こそ軍政

府及び住民の今後直面する問題の主要なるものである。 

  四、仮沖縄人諮詢会の諸君は、沖縄の政治、経済、福祉に通暁せる沖縄人として慎重に選定さ

れたのである。諸君のうち一部は曽て責任ある地位にあり、又一部は現在各々の区域の組織

管理及び福祉増進のため活動し重要な任務を負担している。諸君を招集した特別の目的は

本官に於て沖縄人諮詢委員を選定するの必要上、人を推薦してもらうためである。右候補者

は諸君の中より又は本会に出席し居らざる沖縄人にして委員候補者として考慮せらるべき

者の中より詮衡しても差支がない。 

  五、軍政府に於ては諸君が直ちに会議を組織し本声明を審議し本日中に各々その区域に帰還

することを予定している。而してこの声明を地方住民と共に討究し沖縄人諮詢委員会に何

人が彼等を代表する事を望むか。その意見を徴せられたい。諸君は来る八月二十日石川に再

会し同日諸君に於て沖縄人諮詢委員会員として最適任者たることに一致した十五名の沖縄

人氏名を提出せられたい。本会は委員候補者推薦後、一応は停会し、今後本官の必要と認む

る時に集会するものとす。 

  六、諸君の審議及び委員候補者詮衡に当りては人民に住居、被服、食糧及び医療を施すことが



当面の主要問題であることを念頭に置かなければならない。この問題は今日までの主要問

題であり、今後引続き緊要なる問題である。米軍政府当局は引続き建築材料、被服、補給食

糧、医薬類物資等を提供する。然し住民が外部の援助より独立すべく可急的に計画に努力す

ることを期待する。 

  七、尚軍政府の目的は戦争遂行上の制限範囲内において住民に関し左の事項を実行すること

にあることを諸君の審議の参考までに通告しておく。 

    イ、移住 

     沖縄の全人口を臨時に左の九区に移転すること。 

     各区域における人口は左記の如く予想す。 

      前原区域 三万   石川区域 二万五千 

      漢那区域 三万   宜野座区域 四万 

      古知屋区域 三万  久志区域 三万五千 

      瀬嵩区域 五万   喜如嘉区域 四万 

      辺土名区域 四万 

    ロ、住居 

     各区域に最初は仮住居を、新しき材料入手及び労力の組織が出来るに従って漸次充分な

る住居を設置すること。 

    ハ、公衆衛生及医療 

     （１） 住民の健康保護のため公衆衛生及び健康保護手続きを講じ人道上必要なる医療を

沖縄人に施すこと。戦争で余儀なくされた密集生活状態は充分なる予防手段を講じ、

そして厳密なるにあらざれば疾病を伝播するおそれあるを以ってこの事業は最も

緊要なるものである。 

        沖縄人諮詢委員会が住民の健康保護の必要及び方法について充分なる認識を与う

るため委員候補者中には最も権威ある沖縄人医学者を含むことを望む。 

     （２） 有能なる沖縄人を以て軍政府医務員と漸次交替することを奨励すること。このた

めに軍政府病院に於ては看護婦養成の科目を設ける。 

     （３） 住民用飲料水が衛生上適当であることを保護し汚物（糞尿、塵芥、蔬菜類の廃棄

物）の衛生的処分を保障すること。 

     （４） 癩病院を再建し、隔離及び治療に必要なる他の医療設備を設けること。 

    ニ、食糧 

     沖縄人の最少限度の必要を充たすために地方産物を補足するに必要なる食糧その他基本

的物品を輸入すること。 

    ホ、労働 

     （１） 沖縄人社会再建のために有要なる職業を最大限度に興すことを援助すること。な

お住民の便利のため輸入され、又今後輸入される大量の食糧及び材料の一部弁償の

方法として沖縄人に非民間作業に従事する機会を与えること。 

     （２） 住民の総てが部落に必要なる労力の割前を提供し部落その他に使用さるる住民す

べてが適当なる報酬と適切なる取扱を受けることを保障すること。 

     （３） 沖縄古来の特殊技能を継続することを奨励し、沖縄の新生活状態に相応しき新技

能を啓発すること。 



 

    ヘ、経済 

     （１） 沖縄人の必要を充たし、且つ将来沖縄人の収入を補足する物品、生産業の組織を

奨励促進すること。 

     （２） 軍事上の制限の許す範囲内に於て近海に於ける民間の漁業を復興すること。而し

て地方に現存せる機具ならびにその補足として輸入する機具の使用を以て出来得

る範囲内に事業の最大限度の拡張を行うこと。 

     （３） 地方材料及び機具を以て必要なる場合は軍政府に於て補足したるものを以て造船

及び網製造業を興すこと。 

     （４） 住民の食糧生産、特に新鮮なる野菜の如く本島に輸入不可能なる産物及び甘蔗、

大豆の如く米国に生産せざる産物を可及的に援助すること。地方肥料の使用の継続

を奨励すること。飼料の得られる範囲内に於て家畜の生産を維持し、中央屠殺場に

於て監督下に家畜を屠殺する施設を設けること。 

     （５） 各個人の社会福祉に対する貢献と生活上最低限度の必要に準拠して最も公平なる

配分制度の組織を援助すること。物品は充分ならざる故斯かる配分制度に配給が伴

う。 

     （６） 大体に於て地方の生産及び配分制度の創設及び経営につき沖縄人に最大限度の責

任を負荷すること。 

    ト、法律及び政治 

     （１） 住民の政治機関を設けること。 

     （２） 住民相互間の関係を律する法規条例を設けること。 

     （３） 司法区域を設けること。 

     （４） 民間法廷制度を設けること。 

    チ、教育 

     （１） 沖縄児童のため民間教師を使用するよう小学校制度を設けること。教材の不足の

ため軍政府及び沖縄教育家に於ては周到なる計画を要す。 

     （２） 後日高等の教育、特に職業及び工芸教育制度を設けること。 

    リ、公益、福祉 

     （１） 衣食住の標準を定め維持すること。 

     （２） 必要なる家族及び児童に対する救済計画を興しそれを維持すること。 

     （３） かゝる救済計画の創始及び実行の責任を有する民間委員に専門的援助を与えるこ

と。 

  八、沖縄人諮詢委員が本官に依り承認され就任すると同時に便利なる場所に適当なる事務所

を設け左記の事項を処理するものとす。 

     イ、沖縄の住民の政治機関に関する計画を可及的迅速に本官に提出すること。 

     ロ、本官の常設諮詢機関たること。 

     ハ、本官より計画を受け、それを研究答申すること。 

     ニ、住民の政治経済福祉に関する問題につき具申をなすこと。 

  九、此の声明は住民に軍政府の当面の意向を知らせるため各住民区域に掲示するものとす。 

     一九四五年八月十五日 



        軍政府副司令官 

        米国マリン軍大佐 

           Ｃ・Ｉ・ムーレー 

 



ォキナワシジユ

たころで,歴史研究を通 して沖縄問題を考えようという

意図があり,その後のサ縄研究の隆盛に先駆けたもので

ぁった。本書の特徴は,沖縄史に科学的な段階区分の導

入を試みた点にあり,く近世琉球には封建制はなかった〉

とするなど,大胆な問題提起を含んでいた。 しか し,

・三分$卜)ハ運賃にみられるように,その後の研案によ

り修正を迫られている問題も少なくない。  く田里 修〉

沖I亀歯科医学会  おきなわしかいがつかい ゆ沖縄

県歯利医師会

沖縄歯科衛生士学院 おきなわしかえいせいしがく

いん 1976年 (昭和51)半沖縄県歯科医師会館(浦添市牧港)

内に開設。当時の沖縄は歯科医師数約140人で,そのう

え多くの離島を抱えているため,国 隆衛生思想の向上お

よび普及の面で他府県に比べ相当の格差があった。しか

も復帰後は医療皆保険,老人保険などの実施d悪者の受

診率は倍増 したが,勤務歯科衛生士数はわずか20人前後

であった。
'こ

のような状況下で歯科医療をより能率的に

推進するためには衛年士の養成が急務であり,歯科医師

会員,諸関係団体の積極的な協力により設立された。修

業年限 1年 ,定員30人。｀沖縄県歯科衛生士会

〈西平守廣〉
,

沖縄諮詢会  おきなわしじゆんかい 戦後沖縄最初

の中央政治機構。
ホ
米軍政府の諮問機関として1945年 (昭

和20)8月 20日 ,石川市においてスター トし,以後46年

4月 tゴ沖縄民政府が創設されるまで米軍政府と沖縄住

民の意思の疎通をはかる機関として機能 した。
ホ
沖縄戦

が一段落を告げ,*ポ ツダム宣言受諾によって日本の無

条件降伏が決定 した45年 8月 15日 ,すでに米軍占領1に

ぁった沖縄では,米軍政府によって石川市に各収容地区

の住民代表からなる仮沖縄入諮詢会が招集され,席上 ,

米軍政府側から沖縄諮詢会の設置と米軍政府の統治方針

が発表された。この声明のなかで米軍政府は,同諮詢会

の委員を15人 とし,選出にさいして以下のような条件を

っけた。それは,・①各委員は農漁部・商工部・衛生部・

稔こう;な禁奄琵言鷲慮彗穐識を嬬曇強甘ヒ言畜啓 ,|る
聖謙

の地区にかたよることなく各社会階級の代雰者であり,

解 辱酵f篇 輔 撃 燃 良

沖縄請詢会機構図 (1915820～ 1916124)

(志書屋孝I言 前開市中学校長 )

(松 憫政休  前沖 lttl雰J構嘉手納 :と場 長 )

(又吉 l表 和 前チhi球新報主■` )

(護得 久蠍ナl章  両沖縄興 業銀行重役 )

(ド
「li円 与イ 前県会議員)

(‖ 1城鋳 男 前県立第二中学校 長 )

(当 山Ji堅 前県会″徒貫 )

(大 宜足朝活1 前沖槌県衛′l lk長 )

(仲宗 ll(派和  前県会議 員 )

(知 化高亡 前県会議員)

(194('120-デ 任 1中 ケI‖ミllili f11)

(安 谷魅JE量  前μμ縄県工業研究指導 所長 )

(1016111改 称 )

(1946Z4分 離 )

Ⅲl′ 編赫 静 ,,

(安 谷庁!｀ 止 逮 )

(ギド 糸放
l再

休〕

(糸敷 昌保 前鳴(会議員 )

十比嘉永元 前県会議員 )

(仲 付兼信 Ⅲ∫沖組県 ll」 強事務所 長 )

(平 IH itl―  前 美 :十七村 長 )

(1946111改称 )

(194591註 置 |

工 務 封
`

(兼 松 イl政 |十 )

出所 ;照屋栄 稲 r‖ 縄行政機構変テ』史科ど(1982)に よる

沖縄諮詢会の メ ン′` 一

521

米l'll好:F4i政 府

沖や亀諮詢会

今  貫 長

幹    事

総 務 部

財 政  部

法 務 部

文 教  部
教 育 J`

文 化  引
'

公衆衛生喜ト

社会事業部

労 務  刊
'

どi業 部

簡 ■i 判
'

商 務  部

水 Tを  H`

農 務 引
`

警 察 =ト
休 安 都

,こ  1言   帝h
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資
料
６

米
国
軍
政
府

沖
縄
諮
詢
会
（
1
9
4
5
.8
.2
0
～
1
9
4
6
.4
.2
4
）

沖
縄
民
政
府
（
1
9
4
6
.4
.2
5
～
1
9
5
0
.1
1
.3
）

備
考
（
詳
細
）

昭
和
2
0
年
8
月
1
5
日

「
第
１
回
仮
沖
縄
諮
詢
会
」
開
催

・
全
島
3
9
箇
所
の
収
容
キ
ャ
ン
プ
か
ら
住
民
代
表
1
2
8
名
が
石
川
に
召
集
さ

れ
、
第
１
回
の
仮
諮
詢
会
が
開
催
さ
れ
た
。

・
そ
の
中
で
「
仮
沖
縄
人
諮
詢
会
設
立
と
軍
政
府
方
針
に
関
す
る
声
明
」

昭
和
2
0
年
8
月
1
5
日

「
仮
沖
縄
人
諮
詢
会
設
立
と
軍
政
府
方
針
に
関
す

る
声
明
」

・
資
料
５

昭
和
2
0
年
8
月
2
0
日

「
第
２
回
仮
沖
縄
諮
詢
会
」

・
諮
詢
委
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
２
４
名
の
候
補
者
よ
り
１
５
名
の
委
員
当
選

を
決
定

昭
和
2
0
年
8
月
2
9
日

「
第
１
回
沖
縄
諮
詢
委
員
会
」

・
委
員
長
及
び
幹
事
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
委
員
長
に
志
喜
屋
孝
信
が
選
出

・
部
門
の
設
置
と
部
長
の
互
選
が
行
わ
れ
、
総
務
部
、
公
衆
衛
生
部
、
法
務
部

等
の
１
３
部
門
を
設
置
し
、
各
部
長
の
互
選
に
よ
り
決
定

昭
和
2
1
年
2
月
2
8
日

「
土
地
所
有
権
関
係
資
料
蒐
集
に
関
す
る
件
」

　
米
国
海
軍
軍
政
府
本
部
指
令
第
１
２
１
号

・
資
料
１

昭
和
2
1
年
4
月
1
8
日

「
土
地
調
査
二
関
ス
ル
件
」

　
諮
詢
会
総
務
部
長
（
沖
総
土
第
1
号
）

・
資
料
２

昭
和
2
1
年
4
月
2
5
日

沖
縄
民
政
府
の
創
設

昭
和
2
5
年
4
月
1
4
日

「
土
地
所
有
権
証
明
」

　
米
国
軍
政
府
本
部
特
別
布
告
第
３
６
号

・
資
料
３

土
地
所
有
権
認
定
作
業
等
の
流
れ
（
年
表
）



資料７ 

久高議長提出資料に対する調査結果 

 

1 提出資料 

 

 

2 確認結果 

(1)ヒアリング部署 沖縄県農林水産部 森林管理課 森林保全班 

(2)ヒアリング内容 

➀一般的な照会では、地番を特定して照会を受け、保安林台帳等と照合を行い、

回答する。 

②真和志村天久の 5 筆は、現在の地番が特定できなかったため、保安林台帳

で確認できなかった旨回答したものである。 

③沖縄県の資料等についても、戦争で焼失していたため、1950 年代に琉球森



林法に基づき、保安林を指定し、整備してきた。過去の資料があるものにつ

いては、指定の日付が明治になっているものもある。 

④沖縄県が日本に復帰する際に、森林法が適用され、保安林台帳を新しく編集

してきたところであり、その年代は 1972年以降である。 

⑤戦前に指定されていた保安林が戦後どのように取り扱われたかについては、

資料がなく確認できない。 

⑥今改めて指定すると改定した場合、過去の資料があるという条件のみで保

安林に指定するのではなく、現状が保安林の要件を満たしているものを指

定することとなる。 



令和4年 6月 4日

沖縄県森林管理課長 様

那覇市上下水道局総務課長

(公 印 省 略)

当局が戦前に所有 していた土地 (保安林)について (依頼)

。
(照会 1)で適用となっていた場合は (照会 2)を、適用されていなかった場合は

(照会 3)を 回答 してください。

・裏面のイメージ図を参考にしてください。

・ (照会 4)は添付資料の沖縄県統計書をご確認ください。

(照会 1):日 本国内では昭和 26年に森林法が施行されるまでの期間は、旧森林法が適

用されていたかと思いますが、沖縄では米軍に統治された昭和 20年から琉球

森林法 (米国布令)ん 施ヾ行された昭和26年までの期間 (※①)は、日本国内

と同様に旧森林法の適用となっていたのでしょうか。     ・

(照会 2):(照会 1)で適用となっていた場合、沖縄で米軍に統治された昭和 20年か

ら琉球森林法 (米国布令)が施行された昭和 26年までの期間 (※①)で、解

除申請がなされ保安林の指定を解除した事例があればご教授ください。

(照会_3):(照会 1)で適用されていなかった場合、沖縄で米軍に統治された昭和 20

年から琉球森林法 (米国布令)ん 施ヾ行された昭和 26年までの期間 (※①)

で、他にどのような法令が適用されたかご教授ください。

(照会 4):昭和 15年の沖縄県統計書によると真和志村の保安林は101反 (30,300坪 )あ

るとされておりますが、昭和 30年沖縄県統計書によると真和志市は 2反 (600

坪)と なっております。この 15年間で 99反 (29,700坪)の保安林が減少 し

ておりますが、この期間の保安林の解除申請の事例はありましたでしょうか。

なければどのようにして保安林以外の用途とされたと考えられますで しょう

か 。

(照会 5):昭和 15年 と昭和 30年の沖縄県統計害で比較すると、昭和 30年で保安林

が大きく減少している市町村があるのを確認できますが、多くは戦災で焼失さ

れたものと思われますが、戦後解除申請はされていたのでしょうか。
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令和４年８月 16 日  

 

沖縄県森林管理課  森林保全班  殿  

 

林野庁森林整備部治山課   

田畑  良輝   

 

 

那覇市からの保安林に係る照会について（回答） 

 

 

令和４年６月 13 日付で照会依頼のあった標記の件につきまして、下記のとおり

回答いたします。 

 

記  

 

照会１について 

 昭和 20 年から琉球森林法が施行された昭和 26 年までの期間について、沖縄県

で旧森林法が適用されていたのか、或いは旧森林法に代わる他の法律が適用され

ていたのかどうかを把握する資料が確認できないため、照会については回答できない

ものと考えます。 

 

照会３について 

 上記、照会１により、昭和 20 年から琉球森林法が施行された昭和 26 年までの期

間について、旧森林法に代わる他の法律が適用されていたのかどうかを把握する資

料が確認できないため、照会については回答できないものと考えます。 

 

照会４について 

 昭和 15 年から昭和 30 年までの期間について、保安林解除に係る資料が確認で

きないため、照会については回答できないものと考えます。 

 

照会５について 

 上記、照会４により、昭和 15 年から昭和 30 年までの期間について、保安林解除

等に係る資料が確認できないため、照会については回答できないものと考えます。 

 

 

 

以上  


